
世 帯 調 書
該当するものに☑や〇、記入、署名をしてください。

児童氏名

1

きょう

だい

関係

□きょうだい市内申請あり（ 歳）・（ 歳）

※市内申請とは入園申請や転園申請、認定変更申請（１号→２号）を意味します。

きょうだいが市内申請されている場合は、以下の該当するものに☑してくださ

い。なお、①または②を選択された場合は、きょうだいのうち、１人でも入園・

転園・認定変更（１号→２号）ができない場合は、きょうだい全員が待機とな

ります。

①□きょうだいが同じ保育施設に同時入園できるまで待機する（同時同保）

②□きょうだいが別々の保育施設になる場合でも同時入園を希望する（同時別保）

③□きょうだいのうち１人でも先に入園できる場合は入園を希望する（別時別保）

↓②または③の場合

□希望順位が下位の施設になっても、同じ施設になることを希望する（同保優先）

□別の施設になっても希望順位が上位の施設になることを希望する（希望順優先）

↓③の場合

１人だけ先に入園できた場合、他のきょうだいの保育をどうする予定か。

□認可外 □職場託児 □職場同行 □幼稚園・認定こども園

□その他（ ）

□きょうだい広域申請あり（ 都・道・府・県 ）（ 市・区・町・村）

□きょうだい申請なし

2

待機と

なった

場合

□どこかに預ける（□一時保育 □認可外 □親族 □幼稚園・認定こども園）

□育休延長

□その他（ ）

3 保護者 □父母
□母のみ □父のみ □その他（ ）
理由（ 死別 ・ 離婚 ・ 失踪 ・ 未婚 ・ その他 ）
いつから（ 年 月 日 ）

4

現在の

保育

状況

場所

都道府県： 大阪府 ・ その他（ ）

市区町村： 箕面市 ・ その他（ ）

□認可（施設名: ）（ 号認定）

□認可外（施設名: ）

□職場（ 託児 ・ 同行 ）

□一時保育（施設名: ）

□幼稚園（施設名: ）

□家庭保育 父 ・ 母・ 祖父母 ・ その他（ ）

回数 年 月から 週 回

理由 就労 ・ その他（ ）

5
送迎

手段

父 ・ 母 ・その他（ ）

（ 徒歩 ・ 自転車 ・ 自動車 ・バイク ・ バス ）

6
出産

予定
なし ・ あり（予定日： 年 月 日／ 年 月 日まで就労）



7

転入

予定の

かた

＜転入誓約＞

私は現在、箕面市外に在住していますが、箕面市に転入予定です。保育施設への

入園が内定した場合、入園月の１日までに住民登録の異動手続き及び箕面市役所子

ども総合窓口に転入報告を行うことを誓約します。上記ができない場合には、保育

施設入園の承諾（内定）の取り消しや保育の実施を解除されても異議はありません。

保護者氏名

転入予定日 年 月 日

転入後住所（予定）箕面市

※売買契約書または賃貸契約書（所在地および契約者がわかるページ）と申請

児童の保険証等の写しを添付してください。

＜同居予定申立＞

年 月 日から、以下のとおり同居することを申し立てます。

住居代表者氏名 児童との続柄

住所 箕面市

※親戚等の住所に同居する場合に住居所有者等の代表者が記入してください。

8

育児

休業中

のかた

＜復職に関する申立＞

私は現在、育児休業取得中でありますが、入園月の月末までの間に現在の職場に

復職し、復職後１か月以内に復職証明書を提出します。

入園月の月末までの間に復職ができない場合は、保育施設入園の承諾（内定）の

取り消しや保育の実施を解除されても異議はありません。

育児休業取得者氏名

9
求職中

のかた

＜求職活動に関する申立＞

私は現在、求職活動中でありますが、保育施設入園後２か月以内に月６４時間以

上の就労を予定しています。就労が決定次第、直ちに市へ就労証明書を提出いたし

ます。なお、保育施設入園後２か月以内に保育要件を満たす就労ができない場合は、

保育施設入園の承諾（内定）の取り消しや保育の実施を解除されても異議はありま

せん。

求職活動者氏名


